
 

 

 

 

 

 

  第 ２ ５ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 自 転 車 等 の 適 正 利 用 の 推 進 及 び 自 転 車 等 駐

輪 場 の 整 備 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 宿 区 条 例 第  号  

 

新 宿 区 自 転 車 等 の 適 正 利 用 の 推 進 及 び 自 転 車 等 駐 輪 場

の 整 備 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

第 1 条  新 宿 区 自 転 車 等 の 適 正 利 用 の 推 進 及 び 自 転 車 等 駐 輪 場 の 整

備 に 関 す る 条 例（ 平 成 7 年 新 宿 区 条 例 第 2 8 号 ）の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  目 次 中「・第 3 1 条 」を「 － 第 3 2 条 」に 、「 第 3 2 条・第 3 3 条 」

を 「 第 3 3 条 ・ 第 3 4 条 」 に 改 め る 。  

第 1 7 条 の 見 出 し 中「 規 模 」を「 規 模 等 」に 改 め 、同 条 第 1 項 に

次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

   た だ し 、区 長 が 別 に 定 め る 地 区 特 性 に 応 じ た 基 準 に 基 づ き 、必

要 な 自 転 車 等 駐 輪 場 の 確 保 が 図 ら れ て い る と 認 め る 区 域 に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 1 7 条 第 1 項 の 表 遊 技 場 の 項 中 「 1 5 平 方 メ ー ト ル （ 床 面 積 が

5 , 0 0 0 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ い て は 、床 面 積 3 0 平 方 メ ー

ト ル ） 」 を 「 7 0 平 方 メ ー ト ル 」 に 改 め 、 同 表 中  

 「  

百 貨 店 、 ス ー パ

ー マ ー ケ ッ ト そ

の 他 の 小 売 店 又

は 飲 食 店  

床 面 積 が 4 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る

も の  

床 面 積 2 0 平 方 メ ー ト

ル（ 床 面 積 が 1 , 2 0 0 平

方 メ ー ト ル を 超 え る

部 分 に つ い て は 、床 面

積 6 0 平 方 メ ー ト ル 、床

面 積 が 5 , 0 0 0 平 方 メ

ー ト ル を 超 え る 部 分

に つ い て は 、 床 面 積

1 2 0 平 方 メ ー ト ル ）ご

と に 1 台  

                            」  

 「  

ス ー パ ー マ ー ケ

ッ ト  

床 面 積 が 4 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る

も の  

床 面 積 2 0 平 方 メ ー ト

ル（ 床 面 積 が 1 , 5 0 0 平

方 メ ー ト ル を 超 え る

部 分 に つ い て は 、床 面

積 6 0 平 方 メ ー ト ル 、床

面 積 が 5 , 0 0 0 平 方 メ

ー ト ル を 超 え る 部 分

を  



に つ い て は 、 床 面 積

1 2 0 平 方 メ ー ト ル ）ご

と に 1 台  

ス ー パ ー マ ー ケ

ッ ト を 除 く 小 売

店  

床 面 積 が 4 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る

も の  

床 面 積 1 0 0 平 方 メ ー ト

ル（ 床 面 積 が 1 , 5 0 0 平

方 メ ー ト ル を 超 え る

部 分 に つ い て は 、床 面

積 300 平方メートル 、床

面 積 が 5,000 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る 部 分 に

つ い て は 、 床 面 積 6 0 0

平 方 メ ー ト ル ）ごとに 1

台  

飲 食 店  床 面 積 が 4 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る

も の  

床 面 積 4 0 平 方 メ ー ト

ル（ 床 面 積 が 1 , 5 0 0 平

方 メ ー ト ル を 超 え る

部 分 に つ い て は 、床 面

積 120 平方メ ー ト ル 、床

面 積 が 5 , 0 0 0 平 方 メ

ー ト ル を 超 え る 部 分

に つ い て は 、 床 面 積

2 4 0 平 方 メ ー ト ル ）ご

と に 1 台  

                            」  

 改 め 、同 表 銀 行 そ の 他 の 金 融 機 関 の 項 中「 2 5 平 方 メ ー ト ル（ 床 面

積 が 5 , 0 0 0 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ い て は 、 床 面 積 5 0 平

方 メ ー ト ル ）」を 「 4 0 平 方 メ ー ト ル 」に 改 め 、同 表 ス ポ ー ツ 、体

育 そ の 他 の 健 康 の 増 進 を 目 的 と す る 施 設 の 項 中「 2 5 平 方 メ ー ト ル 」

を「 4 0 0 平 方 メ ー ト ル 」に 改 め 、同 表 学 習 、教 養 、趣 味 等 の 教 授 を

目 的 と す る 施 設 の 項 中「 1 5 平 方 メ ー ト ル 」の 次 に「（ 床 面 積 が 6 0 0

平 方 メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に つ い て は 、床 面 積 3 0 0 平 方 メ ー ト ル ）」

を 加 え る 。  

第 2 3 条 に 次 の 1 項 を 加 え る 。  

 ３  第 1 7 条 又 は 第 1 8 条 の 規 定 に よ り 自 転 車 等 駐 輪 場 を 設 置 す る

者 は 、 利 用 者 が 当 該 自 転 車 等 駐 輪 場 を 容 易 に 利 用 す る こ と が で

き る よ う そ の 位 置 及 び 利 用 方 法 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 第 3 3 条 を 第 3 4 条 と し 、第 3 2 条 を 第 3 3 条 と し 、第 5 章 中 第 3 1

条 の 次 に 次 の 1 条 を 加 え る 。  

（ 部 会 ）  

第 3 2 条  協 議 会 は 、調 査 検 討 を 効 率 的 に 行 う た め 、部 会 を 置 く こ

に  



と が で き る 。  

２  部 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

第 2 条  新 宿 区 自 転 車 等 の 適 正 利 用 の 推 進 及 び 自 転 車 等 駐 輪 場 の 整

備 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 1 7 条 第 1 項 中「 以 内 」の 次 に「（ 共 同 住 宅（ 新 宿 区 ワ ン ル ー

ム マ ン シ ョ ン 等 の 建 築 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 1 5 年 新 宿 区

条 例 第 7 2 号 ） 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る ワ ン ル ー ム マ ン シ ョ ン 等

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 用 途 に 供 す る 施 設 に 係 る 自 転 車 等 駐 輪 場

に あ っ て は 、 当 該 施 設 又 は そ の 敷 地 内 ） 」 を 加 え 、 同 項 の 表 に 次

の よ う に 加 え る 。  

事 務 所  床 面 積 が 3 , 0 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る も

の  

床 面 積 3 0 0 平 方 メ ー ト

ル（ 床 面 積 が 3 , 0 0 0 平 方

メ ー ト ル を 超 え る 部 分

に つ い て は 、 床 面 積

1 , 0 0 0 平 方 メ ー ト ル ） ご

と に 1 台  

共 同 住 宅  1 区 画 の 専 用 面 積 が

3 0 平 方 メ ー ト ル 以 上

の 住 戸 の 総 数 が 1 0 戸

以 上 の も の  

1 区 画 の 専 用 面 積 が 3 0

平 方 メ ー ト ル 以 上 の 住

戸 1 戸 ご と に 1 台  

  第 1 8 条 中「 指 定 用 途 」の 次 に「（ 事 務 所 及 び 共 同 住 宅 を 除 く 。）」

を 加 え 、 「 当 該 用 途 」 を 「 当 該 指 定 用 途 」 に 改 め る 。  

  第 2 1 条 中「 ま で の 規 定 に よ り 」の 次 に「 指 定 用 途（ 共 同 住 宅 を

除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に 供 す る 施 設 又 は 混 合 用 途 施 設 に 係 る 」 を 加

え る 。  

第 2 3 条 第 3 項 中「 よ り 」の 次 に「 指 定 用 途 に 供 す る 施 設 又 は 混

合 用 途 施 設 に 係 る 」 を 加 え る 。  

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 2 条

及 び 次 項 の 規 定 は 、 同 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 2 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 宿 区 自 転 車 等 の 適 正 利 用 の 推 進

及 び 自 転 車 等 駐 輪 場 の 整 備 に 関 す る 条 例 第 3 章 の 規 定 は 、 前 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5 年



法 律 第 2 0 1 号 ） 第 6 条 第 1 項 若 し く は 第 6 条 の 2 第 1 項 （ こ れ ら

の 規 定 を 同 法 第 8 7 条 第 1 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の 規

定 に よ る 確 認 の 申 請 又 は 同 法 第 1 8 条 第 2 項 若 し く は 第 4 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 同 法 第 8 7 条 第 1 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ る 計 画 の 通 知（ 以 下 こ れ ら を「 確 認 申 請 等 」と い う 。）

を 行 う 施 設 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 確 認 申 請 等 を 行 っ た 施 設 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

自 転 車 等 駐 輪 場 の 設 置 義 務 の 緩 和 及 び 新 た な 指 定 用 途 の 設 定 を 行

う と と も に 、 自 転 車 等 駐 輪 場 の 位 置 及 び 利 用 方 法 の 表 示 を 義 務 付 け

る 等 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る た め  

 


